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（総 則） 

第１条 供給者（以下「乙」という。）は、別紙仕様書、図面等（以下「仕様書等」という。）

に基づき、表記の物品を、表記の契約金額をもって、表記の納入期限内に、表記の納入

場所に納入しなければならない。 

２ 乙は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、

中等以上の品質のものを納入しなければならない。 

３ 乙は、仕様書等に明示されていない事項であっても、物品を納入するうえにおいて当

然必要なものは、発注者（以下「甲」という。）の指示に従い、乙の負担で行うものとす

る。 

 

（監 督） 

第２条 甲は、必要があるときは、甲の職員をして立ち会い、指示その他の方法により、

乙の履行状況を監督させることができる。 

 

（納品書の提出等） 

第３条 乙は、物品を納入するときは、納品書を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しな

ければならない。ただし、甲においてやむをえない理由があると認めるときは、分割し

て納入することができる。 

３ 乙は、いったん甲に納入した物品を、その承諾を得ないで持ち出すことができない。 

 

（検 査） 

第４条 甲は、前条第１項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から

起算して１０日以内に甲の職員をして検査を行わせるものとする。この場合において、

必要があるときは、甲が自らまたは第３者に委託して破壊もしくは分解または試験をし

て検査を行うことができる。 

２ 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければ

ならない。 

３ 乙は、第１項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立て

ることができない。 

４ 第１項の検査に直接必要な費用及び検査のため変質変形または消耗き損した物品に係

わる損失は、すべて乙の負担とする。 

５ 甲は、第１項の検査について、物品の総量の一部を検査することにより、全部の成績

の適否を判定する方法によることができる。 

 

（手直しまたは引き換え） 

第５条 乙は、納入した物品の全部または一部が前条第１項の検査に合格しないときは、

すみやかにその不合格となった物品を引き取ったうえ、手直しまたは引き換えにより、
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仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。 

２ 前項の場合において、甲は、１回に限り、手直しまたは引き換えのための期間として

相当日数を指定することがある。 

３ 乙は、第１項の規定により手直しまたは引き換えが完了したときは、その物品を納入

場所において甲に納入するとともに、第３条第１項に定める納品書１通を甲に提出しな

ければならない。 

 

（手直し等に係る検査） 

第６条 甲は、前条第３項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から

起算して１０日以内に検査を行うものとする。 

２ 第４条の規定は、前項の検査について準用する。 

 

（減価採用） 

第７条 甲は、第４条第１項または前条第１項の検査（以下「検査」と総称する。）に合格

しなかった物品について、その種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以

下「契約不適合」という。）の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めると

きは、契約金額を減額して採用することがある。 

２ 前項の規定により減額する金額については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

（所有権の移転、引き渡し及び危険負担） 

第８条 物品の所有権は、検査に合格したとき、または前条第２項の協議が成立したとき

に乙から甲に移転し、同時にその物品は甲に対し引き渡されたものとする。 

２ 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて乙の負

担とする。ただし、甲の故意または過失により生じた損害については、甲の負担とする。 

 

（契約不適合責任） 

第９条 甲は、納入された物品が契約不適合であるときは、乙に対し、物品の補修又は代

替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過

分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求し

た方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内

に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこ

とができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直

ちに代金の減額を請求することができる。 

⑴ 履行の追完が不能であるとき。 

⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

⑶ 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな
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ければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしな

いでその時期を経過したとき。 

⑷ 前３号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

４ 乙が契約不適合の履行の追完に応じないときは、甲は、乙の負担でこれを修補するこ

とができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。 

 

（納入期限の延長等） 

第１０条 乙は、納入期限内に物品を納入することができない理由が生じたときは、すみ

やかにその理由、遅延日数等を詳記して甲に納入期限の延長を願い出なければならない。 

第１１条 前条の規定による願い出があった場合においてその理由が乙の責に帰すること

ができないようであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めるものとする。 

第１２条 第１０条の規定による願い出があった場合において、その理由が乙の責に帰す

るものであるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して、相当と認める日数の遅延を認

めることがある。 

２ 前項の遅延違約金は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に

この契約の締結の日における国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第

３３７号）第２９条第１項に規定する財務大臣が定める率（以下「遅延利息の率」とい

う。）で計算した額とする。                            

３ 第３条第２項ただし書の規定により物品が分割して納入され、または物品の一部につ

いて検査に合格し、かつ、甲において分割して納入された部分若しくは検査に合格した

部分のみによって使用することができるものと認めた場合において、第１項の規定によ

り遅延違約金を徴収するときは、当該遅延違約金は、契約金額から納入部分または合格

部分の金額を控除した金額を基礎として計算する。 

４ 第５条第２項の規定により手直しまたは引き換えの期間を指定した場合において、当

該手直しまたは引き換えに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるとき

は、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。 

５ 第７条の規定により減価採用した場合において、当該減価採用に係る物品が納入期限

後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は減価採用額を基礎とし

て計算する。 

６ 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。 

 

（契約内容の変更等） 

第１３条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約の内容を変更し、または

物品の納入を中止させることができる。 

 

（事情変更による契約内容の変更） 

第１４条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく経済情勢の激変に
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より契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その実情に応じ、甲また

は乙は、相手方と協議のうえ、契約金額、納入期限その他の契約内容を変更することが

できる。 

 

（契約金額の増減に伴う契約保証金の変更） 

第１５条 前２条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額に増減を生ず

るときは、その増減の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。 

２ 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、甲は、その差額を納入させ、ま

たは返還する。 

 

（協議解除） 

第１６条 甲は、業務が完了するまでの間は、第１７条及び第１７条の２の規定によるほ

か、必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。 

２ 甲は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

 

（甲の催告による解除権） 

第１７条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に

照らして軽微であるときは、この限りでない。 

⑴ 正当な理由なく、納入期限を過ぎても業務に着手しないとき。 

⑵ 納入期限内に物品が納品しないとき、又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納

品する見込みがないと認められるとき。 

⑶ 正当な理由なく、第９条第１項の履行の追完がなされないとき。 

⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 

（甲の催告によらない解除権） 

第１７条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除

することができる。 

⑴ この契約の物品を納品させることができないことが明らかであるとき。 

⑵ 乙がこの契約の物品の納品の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

⑶ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する

意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達する

ことができないとき。 

⑷ 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしない

でその時期を経過したとき。 
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⑸ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても

契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると

き。 

⑹ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）が経営に実質的に関与

していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。 

⑺ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

すると判明したとき。 

⑻ 公正取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第７条若しくは第８条の２の規定に基づ

く排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）又は同法７条の２（同法８条の３に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」と

いう。）が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、

同法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があった

とされたとき。 

⑼ この契約に関して、乙（乙が法人の場合については、その役員又はその使用人）の

刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が

確定したとき。 

  

（契約解除の場合における既納物品の取り扱い） 

第１８条 第１７条又は前条の規定により契約が解除された場合において、すでに納入さ

れた物品（以下「既納物品」という。）があるときは、甲は必要と認める既納物品の全部

または一部を、その所有とすることができる。 

２ 前項の規定により甲の所有とする既納物品の代価については、甲乙協議のうえ定める

ものとする。 

３ 乙は、第１項の規定により甲の所有とした既納物品以外のものを、甲の指示する期間

内に、乙の負担において引き取らなければならない。 

 

（賠償の予定） 

第１９条 乙は、この契約に関して、第１７条の２第８号又は第９号のいずれかに該当す

るときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の１００分の

３０に相当する額を支払わなければならない。物品が完納した後も同様とする。ただし、

第１７条の２第９号のうち、乙の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、こ

の限りでない。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合に

おいては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 
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（相 殺） 

第２０条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金

返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追

徴する。 

 

（代金の支払い） 

第２１条 乙は、物品を完納（あらかじめ指定された期限に従い分割して納入した場合を

含む。）し、かつ、甲の検査に合格した後または第７条第２項の協議が成立した後でなけ

れば代金を請求することができない。 

２ 乙は、甲の定める手続きに従って、書面により代金を請求するものとする。 

３ 甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して３０日以内に、代金を支払わ

なければならない。 

４ 甲は、前項の期限内に代金を支払わないときは、乙に対し、支払期間の翌日から支払

をした日までの日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法

律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を支払う

ものとする。            

 

（既納物品の代金の支払い） 

第２２条 乙は、第１８条第１項の規定により甲の所有とした既納物品の代金を、同条第

３項に定める既納物品の引き取り後でなければ請求することができない。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の請求に基づき支払を行う場合について準

用する。 

 

（契約保証金の返還等） 

第２３条 甲は、乙の請求に基づき、契約保証金の全部または一部を代金の支払いの時に

返還する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１７条又は第１７条の２の規定により契約が解除された

場合において、返還すべき契約保証金があるときは、甲は、乙の請求に基づきその請求

があった日から起算して３０日以内に返還する。ただし、乙は第１８条第３項に定める

既納物品の引き取りの義務を履行しないときは、その履行が完了するまで契約保証金の

返還を甲に請求することができない。 

３ 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。 

 

（契約保証金の納付が免除されている場合の特則） 

第２４条 乙が契約保証金の納付を免除されている場合において、第１７条又は第１７条

の２の規定により契約が解除されたときは、乙は、契約金額の１００分の１０に相当す

る額（第１８条第１項の規定により既納物品の全部または一部を甲の所有とした場合に

あっては、契約金額から既納物品の代価を控除した額の１００分の１０に相当する額）
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を違約金として甲に納付しなければならない。 

 

（契約保証金の納付に代えて担保が提供されている場合の特則） 

第２５条 第１５条、第１８条第４項及び第２３条の規定は、契約保証金の納付に代えて

担保が提供されている場合について準用する。この場合において、「契約保証金」とある

のは「契約保証金の納付に代えて提供された担保」と読み代えるものとする。 

 

（契約解除の場合における契約保証金の取り扱い） 

第２６条 第１７条又は第１７条の２の規定により契約が解除されたときは、契約保証金

は甲に帰属する。 

２ 第１項の規定により契約が解除された場合において、当該解除が納入期限後に行われ

たときは、甲は、納入期限の翌日から解除の日（願い出に基づく場合は、その願出書受

理の日）までの日数に応じ、契約金額に遅延利息の率を乗じて計算した金額を徴収する

ものとする。ただし、前項ただし書の規定に該当する場合は、これを徴収しないことが

ある。 

 

（権利の譲渡等） 

第２７条 乙は、この契約から生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継続させ

てはならない。 

 

（疑義の決定等） 

第２８条 この契約書の各条若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、または

この契約書若しくは仕様書に定めのない事項については、多摩市契約事務規則によるも

のとし、同規則により難いときは、その都度甲乙両者で協議のうえ決定する。 

 

 上記契約の証として、甲と乙とは本書を２通作成しそれぞれ記名押印のうえ、その１通

を保有する。 
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（総 則） 

第１条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。 

 

（用語の定義） 

第２条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところと

する。 

 ⑴ 甲 発注者である多摩市をいう。 

 ⑵ 乙 多摩市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員全

てを含む。 

 ⑶ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴力団対策法」

という。）第２条第２号に規定するもの 

 ⑷ 暴力団員等 暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者 

 ⑸ 反社会的勢力 暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治

活動を標榜して不法行為を行なう者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行

なう者又は団体 

 ⑹ 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。 

  ア．暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為 

  イ．威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為 

  ウ．正当な理由なく面会を強要する行為 

  エ．正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を

不当に要求する行為 

  オ．前各号に掲げるもののほか、工事現場の秩序の維持、安全確保又は工事の実施に

支障を生じさせる行為 

 ⑺ 法人の役員若しくは使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員（役員とし

て登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。）又は支店若しく

は営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員 

 

（乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権） 

第３条 甲は、乙が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する又は解除する

ことができる。 

 ⑴ 法人の役員若しくは使用人が暴力団員等であるとき、又は暴力団員が経営に実質的

に関与していると認められるとき。 

 ⑵ 法人の役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等

に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、

暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

 ⑶ 法人の役員若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又

は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用するなどし
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ていると認められるとき。 

 ⑷ 法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような

関係を有していると認められるとき。 

 ⑸ 法人の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各号の

いずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。 

２ 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かに係わらず、

乙は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わ

なければならない。 

３ 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も５年間適用する。 

４ 第１項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、

甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができ

る。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払

わなければならない。 

 

（反社会的勢力を排除するための連携） 

第４条 甲及び乙は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力

を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行なうものとする。 

 

（不当要求行為等を受けた場合の措置） 

第５条 乙は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 本契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速

やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。 

 ⑵ 下請業者又は工事関係業者がある場合、不当要求行為等を受けたときは、毅然とし

て拒否し、乙に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導すること。下請業者等か

ら報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。 

 ⑶ この契約に関して乙の下請業者又は工事関係業者がある場合、乙は、下請契約等の

締結に際して、第３条第１項及び第５条第１項により乙が遵守を求められていると同

様の内容を規定しなければならない。 

２ 乙が前項の報告、届出等を怠ったときは、甲は状況に応じて契約解除、入札参加停止

又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請業者又は工事関係業者が

報告を怠った場合も同様とする。 

３ 第３条第２項から第４項までの規定は、前項の場合に準用する。 

 

 


